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大
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ｌ

１

検
事
長
土
肥
孝
治
、

磯

奥
冊
国
務
大
臣
一

日
野
国
務

、
。

や
ｑ

寒
運
、

笹_I

中

川

国
務
大
臣
噸
州
愁
＃

長
尾
国
務
大
臣
農

池
田
国
＃
加
川
副
細
刷
一
Ⅷ

亀
井
国
務
大
臣
＃
胤
彫

岩
垂

国
務
大
臣

霧、
田
中
国
務
大
臣
２
月
肌
険

久
保
国
務
大
臣
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倉
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国
務
大
臣
五
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中
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国
務
大
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ｌ
原
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国
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大
臣
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八
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一
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裁

可

平
成
年
月
日

平
成
年
月
日

上
奏

平
成
年
月
日
施
行

平
成
八
年
一
月
二
寧
日

決
定

平
成
ハ
年
一
月
言
汽
日
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介
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日
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徒
耳
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法
務
事
務
次
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濱
邦
久
１
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－－法務省人任第22号

平成8年1月8日

内閣総理大臣殿
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１
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１
４
１
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ｌ
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｝
］
Ｍ
【
｛
‘
‐
‐
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’
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

法 務 大

下記のとおり人事異動を実施したい内議がありますので, 、閣議の上，

発令願います。

なお，本件は，検事総長吉永柘介の退官に伴い， その後任に東京高等

検察庁検事長土肥孝治を， その後任に法務事務次官漬邦久を， また，本

月5日付けで退官し欠員となっている札幌高等検察庁検事長に京都地方

検察庁検事正中霞聟をそれぞれ充てようとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検事長 土肥 孝治

検事総長に任命する

一級に叙する

邦久法務事務次官 濱、

検事長に任命する

一級に叙する

検事 中窪 聟京都地方検察庁検事正

検事長に任命する

一級に叙する

柘介吉永検事総長

願により本官を免ずる

(平成8年1月16日付け）

|法務貧’



’ 法 務 省1丁

本
籍

現
住
所

出
生
地年一

一
一
一

一
一
一
一

三
一
一
一
一
一
一

一
一
一

一
二
｛
ハ " |蓋 ○七 ノノノノ 〃

一

一

一
○
言
二
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

一

月
一
日

ニー

ノ､ ○ '′ ’四 四
一
一
一三

二

四

琴
冷
杢

一
一
一

ﾉノ

二
一
二
松
江
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

一
た
だ
し
期
日
は
七
月
一
五
日
、
一
日
限
り
と
す
る

二

五

一

○ 五 三〃 一 一

岡
山
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

た
だ
し
期
日
は
一
一
月
二
八
日
、
一
日
限
り
と
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
姫
路
支
部
勤
務
を
免
ず
る

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
採
用
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
室
蘭
支
部
勤
務
を
命
ず
る

神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
姫
路
支
部
勤
務
を
命
ず
る

事

出
生
年
月
日

出
生
年
月
日

氏
名

’旧
ｂ
Ｆ
６
Ｉ
Ｊ
。
ｂ
・
守
０
０
０
６
■
且
Ⅱ
０
１
１
１
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｈ

項
氏
名

土ど昭
和
八
年
七
月
一
二
日

肥ひ
司
法
試
験
管
理
委
員
会

法 法最 最
庁庁

菅
向

音
向ﾉ′ 〃 〃 ﾉノ〃

た
か
は
る

孝
治

務 務検
察
庁

裁
判
所 名名

省省



法 務 省

a

〃

五
一
一

〃 〃

五
一 〃

五
○ 〃 〃

四
九 〃．

四
四

昭
和
四
○

年

七 四 〃 〃 三
一
一

今 〃，

一 一

一 ‐ 八 ■
一
一

一

○

二二 『つ

二三
月

｛
ハ

一

八 〃 〃

一

一
一

一

一

翼

五 〃 一 八 ■
一
一
一

一
一
一
一
一

一

一

八
日

出
張
期
間
は
昭
和
五
二
年
七
月
一
六
日
か
ら
同
月
二
七
臼
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
査
察
課
）
の
併
任
を
解
除
す
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
査
察
課
）
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
九
年
九
月
一
○
日
か
ら
同
年
一
○
月
二
一
日
ま
で
と
す
る

出
張
を
命
ず
ろ

●

西

ド

イ
ッ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
各
国
へ

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
連
合
王
国
、
デ
ン
マ
1

ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事
項

〃
法
務
省

国
税
庁

〃
法
務
省

国
税
庁

〃 〃 〃 〃

I
〃

最
高
検
察
庁

法
務
省

庁
名

2丁

土
肥
孝
治



法 務 省

〃 〃 〃 〃

五
四 〃 〃 〃 〃

丙

三

◆

〃 〃 〃 〃 〃

昭
和
五
二

年

〃 〃 〃 〃

一 一

一
一

〃 九 八 〃 七

一 一

○ 〃 〃 〃 〃 八
月

〃 〃 〃 〃

-- - ▲

○

＝

○ 五

二二

五 〃 ﾏ ▲

寺 ▲

九

さ

四

竺 奎

九 〃 〃

一

五
日

生
野
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

生
野
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
阪
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

大
阪
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

事
務
代
理
の
期
間
は
昭
和
五
二
年
九
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

理
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
長
賀
集
唱
外
国
出
張
に
つ
き
同
部
長
事
務
代

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

Ｐ

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
舗
課
長
に
充
て
る

事
項

〃 〃 〃 〃

法

務

省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃
法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃
法
務
省

庁
名

3丁

土
肥
孝
治



法 務 省

平
成
二
一
ハ
ー
ニ

｛
ハ

‐ 号

五
九 〃

五
八 〃

五
七 〃 〃 〃 〃 〃

五
六 〃 〃 〃

昭
和
五
四

年

一

一
一

一
一
一 九
一
一 〃

一
一
一 〃 一之 〃 〃 〃 〃 〃 三 〃 〃 〃

一

三
月

一

○ 二
冬

一
一

○ 〃 一
一

〃 － ▲ 〃 〃 〃 〃 〃

_皇一

五 〃 〃 〃

一

○
日

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

奈
良
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
免
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
免
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

阿
倍
野
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

西
淀
川
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

生
野
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

阿
倍
野
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

阿
倍
野
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

西
淀
川
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

西
淀
川
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
法
務
省

庁
名

4丁

土
肥
孝
治



法 務 省

〃 〃 七 〃 〃 〃 〃 〃 〃 五 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成
四
年

八 七 四 八 〃 〃 〃 〃 〃 七 〃 一
ハ

〃 〃 〃 〃 五
月

一
一

五

二
一 一

＝

八

一

○

一

三 〃 〃 〃 〃
一

全一

一一勺

一
一
ハ

＝一

○ 〃 〃 〃 〃

一
一

七
日

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

平
成
七
年
五
月
一
七
日
か
ら
同
月
二
三
日
ま
で
と
す
る

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

法
制
審
議
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

一
級
に
叙
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

一
級
に
叙
す
る

次
長
検
事
に
任
命
す
る

事
項

〃 〃
法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法

務

省

〃 内
閣

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃
法
務
省

〃 内
閣
庁
名

5丁

土
肥
孝
治



現
住
所Ｉ

出
生
地

本
籍年

月

臼

評
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
るロ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る口
出
張
期
間
は
昭
和
四
○
年
二
月
二
八
日
か
ら
同
年
六
月
三
日
ま
で
と
す
る

事

氏

項

名

濱篁

最
高
裁
判
所

く
に
ひ
さ

邦
久



法 務 省2丁
I

’
昭

和
年

四

○四
一
六

四
三
八

″
一
一
一

四
五
一

一

〃

四
六
↓

二
一
…
一

一
五
一
法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

〃

〃

一

〃

一
法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

五
一

四
八

四
七
一
三

″
｜
恥
岾『し４ノ

〃〃〃

~。 ー
一
一 月

一
日

五
一
二
六

日

九○ 八
ﾉノ

三|天'二'51尻宍'九|壽一
五
一
法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

九四

出
張
期
間
は
昭
和
四
五
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
一
○
日
ま
で
と
す
る

沖
縄
へ
出
張
を
命
ず
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
に
併
任
す
る

張
命
令
の
出
張
期
間
を
昭
和
四
○
年
七
月
二
八
日
ま
で
延
長
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
免
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
八
年
一
月
八
日
か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
と
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

昭
和
四
○
年
二
月
二
四
日
付
け
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ
の
各
国
へ
の
出

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

事

項

一

濱

法
務
省

庁

ﾉﾉﾉノ ﾉノﾉノ 〃ﾉﾉﾉノ ノノ 〃 ノノﾉノ 〃 ノノ

邦

名 久



法 務 省

〃

五
五 〃 ﾉノ 〃

五
四 〃 〃 〃

汽
号 －－

一

一

=石
≦~三

昭
和
五
一
年

五 一 七 〃 五 四 四 〃 豆 一 一

一

一

月

一

一
一
一 －

一

五 四 九

一

九

言

-{プ

一
一

四

ー一

○

一

○

二

○
日

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
五
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
四
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃

｡

〃 〃 〃

法
務
省

庁

名

3丁

濱
邦
久



（

法 務 省

〃 〃

六
○ 〃 〃 〃

五
九
五
八 〃

五
七 〃

昭
和
五
六

年

九 〃 ＝ ユ 九 〃 四
一

一 五 四

一
一
一 一

月

一
一

○

一
一

九 五

一
一

四 ‐ デ ーニ

一
一

一

一二

一二

七

一 一

四 八

一
一
一
臼

民
事
行
政
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

第
一
○
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

J

P"

事
務
代
理
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
九
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
筧
榮
一
外
国
出
張
に
つ
き
同
刑
事
局
長
事
務
代
理
を
命
ず
る

第
一
○
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

を
委
嘱
す
る

昭
和
五
九
年
度
司
法
修
習
生
考
試
に
つ
き
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
考
査
委
員

を
委
嘱
す
る

昭
和
五
八
年
度
司
法
修
習
生
考
試
に
つ
き
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
考
査
委
員

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
七
年
一
二
月
三
一
曰
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

事
項

法
務
省

内

閣

〃

法
務
省

内
閣

法
務
大
臣

″
‐
１
、
〆
／
ノ

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

庁
名

4丁

濱
邦
久



法 務 省5丁

平
成

年主
ハ
ー
ニ

ノr､

元｜ ′′〃 ’二｜ 〃三ノノ ﾉノ ﾉノ ／ｆ
８
４
１
。
■
■
ｄ
ロ

ノノ 〃 〃ﾉノ

－■ー

i一

一'○
一
一
一 " '四E 月

七’六九 九
＝上一

ノ､○’七’四 ﾉノ 一

－｢－
四|日

一
一
一

三

51五'三
三 一

一
一

一
一
ハ51面

一

五○ ○ 四 三〃 一

盛
岡
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

か
ね
て
東
京
高
等
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
公
判
部
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

事
項

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
一
年
ご
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

民
事
行
政
審
議
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

’

－

濱

法｜ ｜庁’法 法最 最

音
向 高

ノノ 〃 ﾉノ 〃 〃〃 〃 ノノ l ノノ 〃 〃

邦務務務 裁
判
所

裁
判
所 省｜ ｜名 久省 省



、

l

Ⅱ

１
、

法 務 省

〃 〃 〃 〃 〃 五 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 四 〃 〃

平
成
三
年

〃

一
一
一

一

○ 九 七 一
一
一

-~

○ 九
一
一

〃 〃 〃 〃 ▲ 〃 〃
二
■■■■■■■■■■

月

〃

▲

一
一

I■■ ,_己

＝

○

一

七

ユ

○

一

_三
‐ 今

＝ L

○

三

○

一

一

一

○

今

四

二
一 〃

＝

四 〃

▲ 一

一
ハ

〃 〃

一
一
一 日

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

巷

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

第
一
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

第
一
二
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

第
一
二
五
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

第
一
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

売
春
対
策
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

●合

●

“

◆
０

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

■
■
冬

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

事

項

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

内

閣

法
務
省

内

閣

総
理
府

内
閣

〃

総
理
府

最
高
裁
判
所

内
閣

総
理
府

〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁
名

6丁
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法 務 省

七 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一
ハ

〃

平
成
五
年

二 〃 〃

一
一
八 二 〃 〃 〃 一

一
〃 1 － 〃

一
一
一
月

三
今

一
一
一
五 一皇

一

■■■■■■■■■I■、

一

一

一
一

四

一

凸 一

○

｡ －

五 〃 － 〃

一
一

八 〃

令

一寺
▲

日

平
成
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
勤
務
延
長
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
一
月
二
三
日
ま
で
と
す
る

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

①

出
張
期
間
は
平
成
六
年
一
一
月
一
四
日
か
ら
同
月
二
八
日
ま
で
と
す
る

連
合
王
国
、

ド

イ
ッ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

海
外
移
住
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

国
有
財
産
中
央
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

国
会
等
移
転
調
査
会
幹
事
に
任
命
す
る

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

地
域
改
善
対
策
協
議
会
委
員
に
任
命
す
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

事
項

０
◆

法
務
省

外
務
省

総
理
府

法

務

省

総
理
府

大
蔵
省

〃

q

〃 〃

総
理
府

〃

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

庁
名

7丁

濱

邦

久



’ 法 務 省

本
籍

現
住
所

現
住
所

出
生
地年一

一
一
一
一
一

三

四

一
ニ
ー
ハ

一
一
一四

一一

四
一

四

三 九
〃〃 I 〃ノノ〃ノノ

一一一

一

一
一

一一
一

○三○ 四四八○○
一一

ﾉノノ
』
ノ三

二
○
一
福
井
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一
一
』
一

一
一
一
一
一

一

一
一
一
一四

一

孔| 〃 ○’ 日
一
一
一

予
逗五

一

一

法
務
事
務
官
（
大
阪
法
務
局
訟
務
部
付
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
大
阪
法
務
局
訟
務
部
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一
東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

中
央
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
名
古
屋
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
採
用
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
姫
路
支
部
勤
務
を
命
ず
る

事

甲
引
ご
Ｆ
Ｌ
Ｔ
Ⅱ
曲
・
田
■
Ｆ
Ⅱ
Ｔ
■
■
旺
旧
勺
■
叩
Ｐ
■
Ｌ
■
画
ロ
■
可
Ｔ
Ｉ
Ｊ
Ｈ
Ｈ

旧

氏

名

氏出
生
年
月
日

項

名
－

な
か
つ
る

中
窪

昭
和

一
一

一

一
司
法
試
験
管
理
委
員
会

最法二課
一一

一唾 年庁
‐古
r画】

吉．

1戸］

一

ﾉノ〃〃〃ノノ l ノノゾノ〃

月裁
判
所

務検
察
庁

一
一

す

聟す
む’

l l

l

I

五
日名

省
き 一 一 ■ ▽



’ 法 務 省2丁

昭
和
四
四
一
一
一

‐

‐

〃

一

一

一

一

年
四
六

四
九

五

五○
’
三

○
五
四〃〃

一

I
月

一
一
ハ

雲、ノ八三〃〃

一
一
一
ハ

二

四

一
一
一
一

日
八

｣_A
〃〃

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

事

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

京
都
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
九
年
九
月
一
○
日
か
ら
同
年
一
○
月
二
一
日
ま
で
と
す
る
）

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
を
命
ず
る

西
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
各
国
へ

徳
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

徳
島
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

徳
島
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
連
合
王
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
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司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

大
阪
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
命
ず
ろ

●

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
六
○
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
五
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
八
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
五
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
五
七
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る●

の

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

徳
島
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

徳
島
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る
事
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一
昭
和
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年
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試
験
（
第
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試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る
一
法
務
省

六
二
三
二
一
一
大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る
〃

大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

年《
ハ
ー
ニ五
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二 ノノ I 〃
三

/ノノノ ﾉノ〃

四
一
五
一
松
山
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

一
一
一四'三 月
九
一
二
大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

″

〃
一
大
阪
高
等
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

二
一
二
京
都
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ﾉゾ

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

京
都
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る
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｜
幽
国
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″
一
京
都
区
検
察
庁
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事
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庁
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検
察
官
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命
ず
る
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京
都
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
免
ず
る

京
都
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

京
都
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

事
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検事総長
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期期

京都地検検事正札幌高等検察庁検事長

菱中窪(欠） ←
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